
▶家きん舎には様々な経路からウイルスが侵入します。今一度、点検・確認と補修をお
願いします。

☑防鳥ネットなどによる野鳥の家きん舎への侵入防止
☑農場に入る車両の徹底消毒
☑ネズミなどの小型野生動物の侵入防止
☑家きん舎に入る人や物品の徹底消毒

▶毎日、健康観察を行い、異状を発見した時は直ちに当所へご連絡ください。

【経緯】

・１１月９日、岡山県総社市で、ツミ１羽

の死亡個体を回収し、同日簡易検査を実

施したところ、A型鳥インフルエンザウ

イルス陽性反応を確認。国立環境研究所

において遺伝子検査を実施予定。

・回収地点の周辺１０ｋｍ圏内を野鳥監視

重点区域に指定し、野鳥の監視を強化。

岡山県総社市



家畜伝染病予防法に基づく

飼養衛生管理基準の遵守状況の点検を！

鶏、あひるなど家きん飼養者の皆様へ

①衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等（項目15）

②衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目16）

③衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等（項目17）

④鶏舎に立ち入る者の手指消毒等（項目25）

⑤鶏舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目26）

⑥鶏舎外での病原体の汚染防止（項目28）

⑦衛生管理区域内の整理整頓及び消毒（項目32）


